
令
和
四
年
六
月
十
四
日
初
校

「
心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作

文
」・「
障
害
者
週
間
の
ポ
ス
タ

ー
」
作
品
募
集

申
市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や

な
ど
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
を
作
品

に
添
え
て
８
月
31
日
（
必
着
）
ま
で

に　
問
仙
台
市
障
害
者
福
祉
協
会
☎

266
・
０
２
９
４

被保険者証について
　新しい被保険者証は、簡易書留でお届けします。不
在等で受け取ることができず、郵便局での保管期限が
過ぎた場合は、再度お送りすることができますので、
お住まいの区の区役所・宮城総合支所保険年金課、秋
保総合支所保健福祉課へお問い合わせください。
負担割合の変更について（２割負担になる方）
　次の世帯の方は、３割負担（現役並み所得者）の方
を除き、10月１日から２割負担となります。

７
月
の
お
知
ら
せ

1415

７
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　令和４年（2022年） ７月号

お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和４年（2022年） ７月号

募
集

就
職
氷
河
期
世
代
支
援
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
　
宮
城
・
仙
台
ジ
ョ
ブ

フ
ェ
ア

　
就
職
氷
河
期
世
代
の
方
を
対
象
に
、

企
業
と
の
面
談
や
相
談
員
に
よ
る
就

職
に
関
す
る
個
別
相
談
を
行
い
ま
す
。

◦
日
時‖

７
月
23
日
㈯
午
前
11
時
～

午
後
5
時　
◦
会
場‖

中
小
企
業
活

性
化
セ
ン
タ
ー
（
ア
エ
ル
５
階
）

◦
対
象‖

お
お
む
ね
36
歳
～
51
歳
の

方
で
正
社
員
就
職
を
希
望
す
る
、
非

正
規
雇
用
で
就
業
中
ま
た
は
求
職
中

の
方
250
人
〔
先
着
〕　
◦
直
接
会
場

へ　
◦
参
加
企
業
等
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.senda

i-shine.jp/

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
仙
台

シ
ャ
イ
ン
・
ア
シ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
☎

０
１
２
０
・
740
・
1
2
2
、
商
業
・

雇
用
支
援
課
☎
214
・
1
0
0
7

女
性
の
た
め
の
起
業
講
座
オ
ン

ラ
イ
ン

◦
日
時‖

７
月
26
日
、
８
月
２
日
・

９
日
各
火
曜
日
（
全
３
回
）
午
後
６

時
半
～
８
時
半　
◦
内
容‖

女
性
が

起
業
す
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
知
識

な
ど
を
交
流
し
な
が
ら
学
び
ま
す

◦
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
シ
ス
テ
ム
Zズ
ーO

OムM
を
使
用　
◦
対
象‖

起
業
を
考

え
て
い
る
女
性
10
人
〔
先
着
〕　
◦

費
用‖

３
千
円　
申
７
月
６
日
午
前

９
時
か
ら
E
メ
ー
ル
（
申
込
時
の
必

要
事
項
を
記
入
）
で
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジhttps://w
w
w
.siip.city.sen

dai.jp/assista/

か
ら
も
申
し
込

め
ま
す　
申
・
問
仙
台
市
産
業
振
興

事
業
団
☎
724
・
１
１
２
４
、
E
メ
ー

ルassista@
siip.city.sendai.jp

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申

請
を
受
け
付
け
ま
す

◦
対
象‖

市
の
競
争
入
札
参
加
資
格

（
物
品
・
工
事
・
コ
ン
サ
ル
）
を
有

し
て
い
な
い
方
で
、
市
が
行
う
入
札

へ
の
参
加
を
希
望
す
る
方　
◦
資
格

の
有
効
期
間‖

【
物
品
】
10
月
1
日

～
令
和
5
年
3
月
31
日
【
工
事
・
コ

ン
サ
ル
】
10
月
１
日
～
令
和
７
年
3

月
31
日　
◦
申
請
前
に
E
メ
ー
ル
に

よ
る
事
前
受
け
付
け
が
必
要　
◦
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い　
申
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
で
８
月
５
日

（
必
着
）
ま
で
に　
申
・
問
契
約
課

【
物
品
】☎
214
・
8
1
2
4
、【
工

事
・
コ
ン
サ
ル
】
☎
214
・
８
１
２
５
、

E
メ
ー
ルkeiyaku-shikaku@

city.sendai.jp

ひ
き
こ
も
り
支
援
「
フ
リ
ー
ス

ペ
ー
ス
」
利
用
者
募
集

　
人
と
関
わ
る
の
が
苦
手
、
外
出
す

る
き
っ
か
け
が
欲
し
い
な
ど
の
思
い

を
抱
え
る
思
春
期
・
青
年
期
の
方
が
、

安
心
し
て
過
ご
せ
る
少
人
数
の
居
場

所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

◦
利
用
日
時‖

月
２
回
（
火
曜
日
）

午
後
２
時
～
３
時
半　
◦
対
象‖

市

内
に
お
住
ま
い
で
、
ひ
き
こ
も
り
状

態
に
あ
る
方　
◦
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
精
神
保
健
福

祉
総
合
セ
ン
タ
ー
☎
265
･
２
３
０
５

新
た
に
訪
問
型
生
活
支
援
活
動 

を
行
う
団
体
を
募
集
し
ま
す

　
地
域
に
お
け
る
住
民
同
士
の
支
え

合
い
活
動
と
し
て
、
簡
単
な
掃
除
や

洗
濯
等
、
高
齢
者
の
日
常
生
活
を
支

援
す
る
団
体
を
新
た
に
立
ち
上
げ
る

方
に
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

設
備
使
用
者
募
集

◦
使
用
期
間‖

９
月
１
日
～
令
和
５

年
８
月
31
日　
申
市
民
活
動
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る
申
込
用
紙

で
①
～
③
７
月
18
日
ま
で
に
④
７
月

８
日
午
前
９
時
か
ら　
問
市
民
活
動

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
212
･
３
０
１

０
設
備
・
募
集
数

対
象

使
用
料

①

ロ
ッ
カ
ー
大
・

16
台
〔
抽
選
〕

継続的に市民活動を行って
いる団体（事業者を除く）

1200
円／月

②

ロ
ッ
カ
ー
中
・

28
台
〔
抽
選
〕

810
円／月

③

ロ
ッ
カ
ー
小
・

60
台
〔
抽
選
〕

400
円／月

④
レ
タ
ー
ケ
ー
ス
・

168
箱
〔
先
着
〕

無料

「
商
店
街
等
買
い
回
り
促
進
事

業
（
デ
ジ
タ
ル
ス
タ
ン
プ
ラ
リ

ー
）」
参
加
店
募
集

　
10
月
よ
り
、
商
店
街
な
ど
市
内
の

各
エ
リ
ア
内
で
買
い
物
を
す
る
と
、

専
用
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
に

デ
ジ
タ
ル
商
品
券
が
発
行
さ
れ
る

「
デ
ジ
タ
ル
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
を

開
始
し
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の

参
加
店
を
募
集
し
ま
す
。

◦
申
し
込
み
開
始
日‖

７
月
11
日
㈪

◦
対
象‖

市
内
店
舗
（
無
店
舗
営
業

等
を
除
く
）　
◦
参
加
要
件
等
詳
し

く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w
.sendai-stam

prally.com

を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い　
問
事
業
者
向
け
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎
266
・
３
８
３
５
（
７
月

1
日
か
ら
の
平
日
午
前
10
時
～
午
後

下
水
道
フ
ェ
ア
「
川
柳
コ
ン

ク
ー
ル
作
品
募
集
」

◦
募
集
内
容‖

「
く
ら
し
と
水
」
ま

た
は
「
マ
ン
ホ
ー
ル
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
自
作
・
未
発
表
の
川
柳
（
１
人

２
句
ま
で
）　
◦
対
象‖

市
内
に
お

住
ま
い
か
通
勤
・
通
学
し
て
い
る
小

学
生
以
上
の
方　
◦
入
賞
者
に
は
賞

状
と
副
賞
を
進
呈　
申
市
役
所
本
庁

舎
１
階
市
民
の
へ
や
な
ど
で
配
布
す

る
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
８
月
31

日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
建
設
局
経

営
企
画
課
☎
214
・
８
８
１
２

消
費
者
川
柳
募
集
　
　
　
　
　 

◦
入
賞
者
に
は
賞
状
と
副
賞
を
進
呈

◦
入
賞
作
品
は
氏
名
ま
た
は
ペ
ン
ネ

ー
ム
、
年
齢
等
を
添
え
て
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
の
広
報
誌
等
に
掲
載
し

ま
す　
◦
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い　
申
・
問
市
役
所
本

部
門

募
集
内
容
等

対
象

①小学生の部
②中・高生の部③一般の部

「
わ
た
し
の
選
択
、
か
し

こ
く
や
さ
し
い
消
費
者
に

な
ろ
う
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
、自
作・未
発
表
の
川
柳

（
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
や
特

殊
詐
欺
の
被
害
防
止
、
消

費
者
市
民
社
会
（
ご
み
減

量
や
食
品
ロ
ス
、
計
画
的

な
お
金
の
使
い
方
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ホ
の

安
心
・
安
全
な
使
い
方
な

ど
）
に
関
す
る
も
の
）

※
１
人
２
句
ま
で

市内にお住まいか通勤・
通学している小学生以上の方

庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、
区
役
所
総

合
案
内
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）
ま
た
は
は
が
き
、
フ
ァ
ク
ス
、

Ｅ
メ
ー
ル
に
申
込
時
の
必
要
事
項
と

川
柳
、
川
柳
に
込
め
た
一
言
メ
ッ
セ

ー
ジ
、
年
齢
（
学
生
は
学
校
名
、
学

年
も
記
入
）、
部
門
、
ペ
ン
ネ
ー
ム

（
希
望
者
の
み
）
を
記
入
し
て
９
月

15
日
（
必
着
）
ま
で
に
〒
980│

8555

（
住
所
記
入
不
要
）
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
☎
268
・
7
0
4
0
、
℻
268
・
8

3
0
9
、Ｅ
メ
ー
ルsim

004140@
city.sendai.jp

緑
と
花
い
っ
ぱ
い
花
壇
コ
ン
ク

ー
ル

◦
対
象‖

【
地
域
の
部
】
町
内
会
や

老
人
ク
ラ
ブ
等
の
地
域
の
花
壇
、
事

業
所
等
の
花
壇
【
学
校
の
部
】
小
・

中
学
校
の
花
壇　
◦
審
査
は
８
月
に

行
い
ま
す　
申
仙
台
市
公
園
緑
地
協

会
な
ど
で
配
布
す
る
申
込
書
で
７
月

緑
と
花
い
っ
ぱ
い
絵
画
コ
ン
ク

ー
ル

◦
募
集
内
容‖

花
や
緑
を
テ
ー
マ
に

四
つ
切
り
画
用
紙
に
描
い
た
絵
画

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
か
通
学

し
て
い
る
小
・
中
学
生　
申
市
役
所

本
庁
舎
１
階
市
民
の
へ
や
、
仙
台
市

公
園
緑
地
協
会
な
ど
で
配
布
す
る
応

募
用
紙
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.sendai-park.or.jp/w

eb/
support/picture/index.htm

l

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
９
月

1
日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
仙
台
市

公
園
緑
地
協
会
☎
293
・
3
5
8
3

22
日
（
必
着
）
ま
で
に　
問
仙
台
市

公
園
緑
地
協
会
☎
293
・
3
5
8
3

部
門

テ
ー
マ

対
象

作文

出
会
い
、
ふ
れ
あ
い
、
心

の
輪

│

障
害
の
あ
る
人
と

な
い
人
と
の
心
の
ふ
れ
あ

い
体
験
を
広
げ
よ
う

小学生
以上

ポスター

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
誰
も
が
能
力
を
発
揮

し
て
安
全
に
安
心
し
て
生

活
で
き
る
社
会
の
実
現

小・中学生

後期高齢者医療制度のお知らせ
■本年度は被保険者証を２回お届けします
　10月１日から、医療費の窓口負担割合が１割の方
のうち、一定以上の所得のある方は２割負担になる制
度改正が行われます。この制度改正に伴い、負担割合
が変わらない方も含め、被保険者全員に対して、被保
険者証を２回お届けします。

※いずれも問区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保
総合支所保健福祉課（☎は９ページ）

１回目
（ピンク色）

７月中にお届けします
（８月１日から９月30日まで有効）

２回目
（緑色）

９月中にお届けします
（10月１日から令和５年７月31日まで有効）

●２割負担となる方については、10月１日から３年
間は、１カ月の外来診療分の負担増を3,000円までに
抑える措置が適用されます　●年金収入には、非課税
年金（遺族年金・障害年金等）は含みません　●制度
改正について詳しくは、後期高齢者窓口負担割合コー
ルセンター☎0120･002･719（9:00～18:00。日曜日、
祝休日を除く）へお問い合わせください
■令和４年度の保険料決定通知書をお送りします
　７月中に保険料決定通知書をお送りします。保険料
は原則として、公的年金からの差し引きによる納付と
なりますが、年金額が年額18万円未満の方や、後期
高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の
２分の１を超える方等は、口座振替や納付書による納
付となります。
　なお、公的年金から差し引きされる方は、申請によ
り口座振替に変更することができます。10月からの
変更を希望する方は、７月29日㈮までに手続きして
ください。申請方法は、保険料決定通知書をご覧くだ
さい。
■令和４年度の保険料（１人当たりの年額）の算定方
法

◦
受
付
期
間‖

７
月
１
日
㈮
～
20
日

㈬　
◦
募
集
数‖

６
団
体
〔
選
考
〕

◦
詳
し
く
は
、
市
役
所
本
庁
舎
８
階

高
齢
企
画
課
、
区
役
所
障
害
高
齢
課

等
で
配
布
す
る
募
集
要
項
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い　

申
募
集
要
項
に
添
付
の
申
請
書
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）
で　
問
高
齢
企
画
課
☎
214
・

8
１
６
８

精
神
科
デ
イ
ケ
ア
通
所
者
募
集 

就
労
支
援
・
社
会
参
加
コ
ー
ス

◦
内
容‖

グ
ル
ー
プ
活
動
や
個
別
支

援
を
通
し
て
、
対
人
関
係
の
向
上
や

就
労
準
備
等
を
支
援
し
ま
す　
◦
対

象‖

精
神
科
・
心
療
内
科
で
通
院
治

療
を
受
け
て
い
る
15
歳
～
45
歳
の
方

（
中
学
生
を
除
く
）

リ
ワ
ー
ク
準
備
コ
ー
ス

◦
内
容‖

復
職
に
向
け
、
一
歩
を
踏

み
出
す
た
め
の
支
援
を
し
ま
す　
◦

対
象‖

精
神
科
・
心
療
内
科
で
う
つ

病
・
う
つ
状
態
の
通
院
治
療
を
受
け

て
い
る
休
職
中
の
方

ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
回
復
支
援
コ
ー
ス

◦
内
容‖

テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
回
復

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し
て
、
お
酒

や
薬
物
を
使
わ
な
い
生
活
を
し
て
い

く
た
め
の
方
法
を
考
え
ま
す　
◦
対

象‖

薬
物
（
違
法
・
合
法
問
わ
ず
）

や
ア
ル
コ
ー
ル
使
用
に
関
す
る
悩
み

を
抱
え
て
い
る
15
歳
以
上
の
方

※
い
ず
れ
も
各
種
健
康
保
険
、
自
立

支
援
医
療
が
適
用
に
な
り
ま
す
。
申

し
込
み
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い

ワ
ケ
ル
く
ん
の
五
つ
星
集
積
所

診
断
募
集

　
ご
み
の
分
別
状
況
や
集
積
所
の
管

理
状
況
を
市
環
境
局
職
員
が
診
断
し
、

優
秀
な
成
績
を
挙
げ
た
集
積
所
に
は

認
定
証
と
清
掃
用
具
（
ほ
う
き
、
ち

り
取
り
）
を
進
呈
し
ま
す
。

◦
募
集
期
間‖

11
月
25
日
㈮
ま
で

◦
対
象‖

町
内
会
等
各
区
10
団
体

〔
先
着
〕。
１
団
体
当
た
り
集
積
所

３
カ
所
ま
で　
◦
管
理
会
社
（
管
理

人
）
が
管
理
す
る
ご
み
集
積
所
は
除

き
ま
す　
申
電
話
で
お
住
ま
い
の
区

の
環
境
事
業
所　
申
・
問
青
葉
環
境

事
業
所
☎
277
・
５
３
０
０
、
宮
城
野

環
境
事
業
所
☎
236
・
５
３
０
０
、
若

林
環
境
事
業
所
☎
289
・
２
０
５
１
、

太
白
環
境
事
業
所
☎
248
・
５
３
０
０
、

泉
環
境
事
業
所
☎
773
・
５
３
０
０

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
精
神
保
健
福

祉
総
合
セ
ン
タ
ー
☎
265
・
2
3
0
5

５
時
）、
商
業
・
雇
用
支
援
課
☎

214
・
1
0
0
１

被保険者が
１人の世帯

被保険者の住民税課税所得金額が28万円以上で、
「年金収入＋その他の合計所得金額」が200万円

以上
被保険者が
２人以上の
世帯

住民税課税所得金額が28万円以上の被保険者が
おり、被保険者全員の「年金収入＋その他の合計

所得金額」の合計が320万円以上

●保険料は①と②の合計です（限度額66万円）
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控
除額が変わります　
■障害認定による後期高齢者医療制度への加入
　一定の障害がある方は、65歳の誕生日以降、申請
により後期高齢者医療制度に加入することができます。

①均等割額 44,640円

②所得割額 （総所得金額等ー基礎控除額43万円※）
×所得割率（8.62％）


